
高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
1
3
8
号

令
和
元

年
5
月
2
8
日
（
火
曜
日
）
　

1

発　　　　行
高　　知　　県
高 知 市 丸 ノ 内
一丁目 2番 20 号
発　行　日
毎 週 2 回

（火曜日・金曜日）

1

目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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告 示

高知県告示第86号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条の 2 第 1 項

の規定に基づき県税に係る徴収金（以下「徴収金」という。）の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第 6項において準用す

る同令第158条第 2項の規定により告示する。

令和元年 5月28日

高知県知事　尾﨑　正直

2　問い合わせ先

自衛隊高知地方協力本部

電話番号088－822－6128

ホームページアドレス　https://www.mod.go.jp/pco/kochi/

高知県告示第88号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の 2 及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）

第14条第 4項においてその例によるものとされた生活保護法第50

条の 2の規定により、指定医療機関の事業の廃止について次のと

おり届出があった。

　　令和元年 5月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　廃止年月日

疋 田 内 科　香南市野市町西野2636－ 6 　　　平31・ 4・ 1

医療法人岡本会　吾川郡いの町小川東津賀才85　　令元・ 5・ 7

高岩診療所

日比原診療所　〃　　〃　　清水下分1089－ 2 　〃　　〃　〃

エール薬局あき　安芸市港町二丁目 7－18　 　 　平31・ 3 ・31

店

ハロー薬局こく　南国市岡豊町蒲原39－10　　　　〃　　〃　〃

ぶ川店

お こ う 薬 局　〃　　岡豊町小蓮390－ 3 　　　 〃　　〃　〃

エール薬局たか　土佐市高岡町甲1893－ 1　　　　〃　　〃　〃

おか店

フロンティア薬　須崎市横町 8－ 1　　　　　　　〃　　〃　〃

局須崎店

ハロー薬局すさ　〃　　中町一丁目 3－ 4　　　　〃　　〃　〃

き店

エール薬局須崎　〃　　横町 8－ 5　　　　　　　〃　　〃　〃

店

エール薬局幡多　宿毛市平田町戸内2106－ 8 　　　〃　　〃　〃

店

エール薬局れい　長岡郡本山町本山580－ 1　　　 〃　　〃　〃

ほく店

エール薬局おお　幡多郡大月町鉾土34－ 3 　　　　〃　　〃　〃

つき店

高知県告示第89号

農林水産大臣から、次の森林を保安林に指定する予定である旨

の通知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

委託した者

所在地

東京都中央区日本

橋本石町四丁目 6

番 7号

東京都千代田区二

番町 8番地 8

名称

地銀ネットワ

ークサービス

株式会社

株式会社セブ

ン－イレブン

・ジャパン

委託の内容

徴収金の収

納事務の取

りまとめ

直営店舗及

び加盟店舗

における徴

収金の収納

事務

委託期間

平成31年 4

月 1日から

令和 2年 3

月31日まで

〃

東京都品川区大崎

一丁目11番 2 号

東京都豊島区東池

袋三丁目 1番 1号

東京都千代田区岩

本町三丁目10番 1

号

千葉県千葉市美浜

区中瀬一丁目 5番

地 1

広島県広島市安佐

北区安佐町大字久

地665番地の 1

東京都中央区日本

橋一丁目 1番 1号

北海道札幌市中央

区南九条西五丁目

421番地

東京都港区港南一

丁目 8番27号

株式会社ロー

ソン

株式会社ファ

ミリーマート

山崎製パン株

式会社

ミニストップ

株式会社

株式会社ポプ

ラ

国分グローサ

ーズチェーン

株式会社

株式会社セイ

コーマート

株式会社しん

きん情報サー

ビス

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

高知県告示第87号

自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条及び第117条

第 1 項並びに第118条の規定により、陸上自衛隊、海上自衛隊及

び航空自衛隊の自衛官候補生の募集期間等を次のとおり告示す

る。

令和元年 5月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　男子及び女子（令和 2年 3月及び 4月採用予定）

( 1 )　募集期間

随時（最終期限は、令和元年 5月31日（金））

( 2 )　試験種目、試験期日及び試験会場

試験種目 試験期日 試験会場

筆記試験

口述試験

適性検査

身体検査

令和元年 6 月 1 日

（土）

香南市香我美町上分3390

　高知駐屯地



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
1
3
8
号

令
和
元

年
5
月
2
8
日
（
火
曜
日
）
　

22

規定により告示する。

令和元年 5月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　保安林予定森林の所在場所

安芸市別役字クスワラ251の 1 （次の図に示す部分に限

る。）

2　指定の目的

土砂の流出の防備

3　指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　主伐は、択伐による。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を高知県林業振興・環境部治山林道課及び安芸市役所に備

え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第90号

農林水産大臣から、次の森林を保安林に指定する予定である旨

の通知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

規定により告示する。

令和元年 5月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　保安林予定森林の所在場所

安芸市別役字髙サデ327の 5 ・327のイの 6（以上 2筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

2　指定の目的

土砂の流出の防備

3　指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　主伐は、択伐による。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を高知県林業振興・環境部治山林道課及び安芸市役所に備

え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第91号

農林水産大臣から、次の森林を保安林に指定する予定である旨

の通知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

規定により告示する。

令和元年 5月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　保安林予定森林の所在場所 

安芸郡馬路村馬路字樅谷4079の11

2 　指定の目的

土砂の流出の防備

3　指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　字樅谷4079の11（次の図に示す部分に限る。）

イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな

い。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を高知県林業振興・環境部治山林道課及び馬路村役場に備

え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第92号

農林水産大臣から、次の森林を保安林に指定する予定である旨

の通知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

規定により告示する。

令和元年 5月28日

高知県知事　尾﨑　正直

1　保安林予定森林の所在場所

幡多郡大月町春遠字下モ平山1423の 1 、1423の14、1423の

20、字クサキヤブ1432の21

2 　指定の目的

水源の涵
か ん

養

3 　指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ　間伐その他特別の場合の伐採に係る森林は、次のとおり

とする。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び大月町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）
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正 誤
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-------------------------- 

正      誤 

-------------------------- 

公報日付 公報番号 種類 ページ 
欄 

(行) 
正 誤 

平30・３・９ 10019 ◎規

則 

３ 左 第12号様式（第23条関係） 第12号様式（第13条関係） 

平31・３・29 号外13 ◎公

営企

業局

管理

規程 

１ 右 

(10・11) 

高知県公営企業局職員就業規程（昭和28年高知県電気局管理規程第８

号） 

高知県公営企業局職員就業規程（昭和28年高知県企業局管理規程第８

号） 

右 

(22) 

第28条第１項中「１日又は１時間」を「１日、半日又は１時間」に改

め、 

第28条第１項中「１日」を「１日、半日」に改め、 

平31・４・１ 号外15 ◎規

則 

２ 中 

(１) 

「山田養護学校及び高知若草養護学校」 「山田養護学校、高知若草養護学校」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正 誤 

◎正誤（平30・３・９付け 規則ほか） 
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